
瀬戸市告示第１９号 

瀬戸市議会３月定例会を次のとおり招集する。 

令和８年２月６日 

瀬戸市長 川 本 雅 之 

１ 日  時  令和８年２月１６日 午前１０時 

２ 場  所  瀬戸市議会議事堂 
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１ 

 

８年市長提出第２号議案 

瀬戸市特別会計設置条例の廃止について 

瀬戸市特別会計設置条例を廃止する条例を次のように定めるものとする。 

令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市特別会計設置条例を廃止する条例 

瀬戸市特別会計設置条例（昭和３９年瀬戸市条例第１０号）は、廃止す

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正前の瀬戸市特別会計設置条例第１条に規定する春

雨墓苑事業特別会計に係る出納整理については、令和８年５月３１日ま

では、なお従前の例による。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、春雨墓苑事業特別会計を廃止するため必要があ

るからである。 



 



２ 

 

８年市長提出第３号議案 

瀬戸市財産条例の一部改正について 

瀬戸市財産条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市財産条例の一部を改正する条例 

瀬戸市財産条例（昭和３９年瀬戸市条例第１２号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（普通財産の交換） （普通財産の交換） 

第３条 普通財産は、土地又は土地の定着物若し

くは堅固な建物に限り、次の各号のいずれかに

該当するときは、これを他の同一種類の財産と

交換することができる。ただし、価額の差額が

その高価なものの価額の４分の１を超えるとき

は、この限りでない。 

第３条 普通財産は、土地又は土地の定着物若し 

 くは堅固な建物に限り、次の各号の１に該当す 

 るときは、これを他の同一種類の財産と交換す 

 ることができる。ただし、価額の差額がその高 

 価なものの価額の４分の１を超えるときは、こ 

 の限りでない。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（普通財産の無償譲渡又は減額譲渡） （普通財産の無償譲渡又は減額譲渡） 

第４条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当 

 するときは、これを無償で譲渡し、又は時価よ

 りも低い価額で譲渡することができる。 

第４条 普通財産は、次の各号の１に該当すると 

 きは、これを無償で譲渡し、又は時価よりも低 

 い価額で譲渡することができる。 

 ⑴から⑷まで ＜省略＞  ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

（普通財産の無償貸付又は減額貸付） （普通財産の無償貸付又は減額貸付） 

第５条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当

するときは、無償又は時価よりも低い価額で貸

し付けることができる。 

 

第５条 普通財産は、公共団体又は公共的団体に 

 おいて、公用若しくは公共用又は公益事業の用 

 に供するときは、これを無償又は時価よりも低 

 い価額で貸し付けることができる。 



３ 

 

⑴ 公共団体又は公共的団体において、公用若 

 しくは公共用又は公益事業の用に供するとき 

 。 

 

⑵ その他市長が特に必要があると認めると 

 き。 

 

 （物品の無償譲渡又は減額譲渡）  （物品の無償譲渡又は減額譲渡） 

第８条 物品は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、これを無償で譲渡し、又は時価よりも

低い価額で譲渡することができる。 

第８条 物品は、次の各号の１に該当するときは 

 、これを無償で譲渡し、又は時価よりも低い価 

 額で譲渡することができる。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞  ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

（行政財産の無償使用又は減額使用等） （行政財産の無償使用又は減額使用等） 

第１１条 行政財産は、次の各号のいずれかに該 

 当するときは、無償又は前条で定める額よりも 

 低い価額で使用させることができる。 

第１１条 次の各号の１に該当するときは、無償 

 又は前条で定める額よりも低い価額で使用させ 

 ることができる。 

 ⑴ 公共団体又は公共的団体において、公用若 

  しくは公共用又は公益事業の用に供するとき 

  。 

 ⑴ 公共団体において、公用若しくは公共用又 

  は公益事業の用に供するとき。 

 ⑵ その他市長が特に必要があると認めると

き。 

 ⑵ 市の事務を円滑に行なうために必要な用に 

  供するとき。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、公有財産の活用に係る事務を円滑にするため、

普通財産の無償貸付又は減額貸付等の規定を見直すに当たり、瀬戸市財産

条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。 

 



４ 

 

８年市長提出第４号議案 

貸館等使用料見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて 

貸館等使用料見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定

めるものとする。 

令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

貸館等使用料見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 

（瀬戸市スポーツ施設条例の一部改正） 

第１条 瀬戸市スポーツ施設条例（昭和４５年瀬戸市条例第３０号）の一

部を次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第５条関係）

施設 区分 単位 金額 

窯神グラウンド、陶

祖グラウンド及び南

ヶ丘運動広場 

１月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで 円 

８２０ 

午前９時から正午まで ２，４７０ 

正午から午後３時まで ２，４７０ 

午後３時から午後６時まで ８２０ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで １，２３０ 

午前９時から正午まで ２，４７０ 

正午から午後３時まで ２，４７０ 

午後３時から午後６時まで ２，４７０ 

北グラウンド １月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで １，３２０ 

午前９時から正午まで ３，９６０ 

正午から午後３時まで ３，９６０ 

午後３時から午後６時まで １，３２０ 

４月から１０月まで 

 

午前６時から午前９時まで １，９８０ 

午前９時から正午まで ３，９６０ 



 

５ 

 

 正午から午後３時まで ３，９６０ 

午後３時から午後６時まで ３，９６０ 

南公園グラウンド １月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで １，３２０ 

午前９時から正午まで ３，９６０ 

正午から午後３時まで ３，９６０ 

午後３時から午後６時まで １，３２０ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで １，９８０ 

午前９時から正午まで ３，９６０ 

正午から午後３時まで ３，９６０ 

午後３時から午後６時まで ３，９６０ 

午後６時から午後９時まで ３，９６０ 

市民公園野球場 １月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで １，６５０ 

午前９時から正午まで ４，９５０ 

正午から午後３時まで ４，９５０ 

午後３時から午後６時まで １，６５０ 

午後６時から午後９時まで １，６５０ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで ２，４７０ 

午前９時から正午まで ４，９５０ 

正午から午後３時まで ４，９５０ 

午後３時から午後６時まで ４，９５０ 

午後６時から午後９時まで ４，９５０ 

北テニスコート、市

民公園Ａテニスコー

ト、市民公園Ｂテニ

スコート及び南ヶ丘

テニスコート 

１面につき 午前７時から午前９時まで ６６０ 

午前９時から午前１１時まで ６６０ 

午前１１時から午後１時まで ６６０ 

午後１時から午後３時まで ６６０ 

午後３時から午後５時まで ６６０ 

午後５時から午後７時まで ６６０ 

午後７時から午後９時まで ６６０ 

市民公園プール 個人使用

１人１回

につき 

一般 午前９時から午後５時まで ３３０ 

高校生 午前９時から午後５時まで １６０ 

小学生及び中学生 午前９時から午後５時まで １００ 

団体使用（２０人以上で使用

する場合をいう。）１人１回

につき 

個人使用の金額から１０分の１の額を減じ

た額 

市民公園武道館 剣道場 １面につき 午前９時から正午まで １，６５０ 



 

６ 

 

正午から午後３時まで １，６５０ 

午後３時から午後６時まで １，６５０ 

午後６時から午後９時まで １，６５０ 

個人使用１人１回

につき 

午前９時から正午まで ２１０ 

正午から午後３時まで ２１０ 

午後３時から午後６時まで ２１０ 

午後６時から午後９時まで ２１０ 

柔道場 １面につき 午前９時から正午まで １，６５０ 

正午から午後３時まで １，６５０ 

午後３時から午後６時まで １，６５０ 

午後６時から午後９時まで １，６５０ 

個人使用１人１回

につき 

午前９時から正午まで ２１０ 

正午から午後３時まで ２１０ 

午後３時から午後６時まで ２１０ 

午後６時から午後９時まで ２１０ 

市民公園弓道場 個人使用１人１回につき 午前９時から正午まで １４０ 

正午から午後３時まで １４０ 

午後３時から午後６時まで １４０ 

午後６時から午後９時まで ２１０ 

個人使用（回数券１１枚綴り 

） 

午前９時から正午まで １，４００ 

正午から午後３時まで １，４００ 

午後３時から午後６時まで １，４００ 

午後６時から午後９時まで ２，１００ 

専用使用 午前９時から正午まで ３，３００ 

正午から午後３時まで ３，３００ 

午後３時から午後６時まで ３，３００ 

午後６時から午後９時まで ４，９５０ 

市民公園陸上競技場 

 

 

トラック

使用 

団体使用（１１人

以上で使用する場

合をいう。） 

午前９時から午後９時まで １，６５０ 

個人使用１人１回

につき 

午前９時から午後９時まで １４０ 

個人使用（回数券

１１枚綴り） 

午前９時から午後９時まで １，４００ 

フィール 全面 午前９時から正午まで ９，０００ 



 

７ 

 

ド使用 正午から午後３時まで ９，０００ 

午後３時から午後６時まで ９，０００ 

午後６時から午後９時まで ９，０００ 

 半面 午前９時から正午まで ４，５００ 

正午から午後３時まで ４，５００ 

午後３時から午後６時まで ４，５００ 

午後６時から午後９時まで ４，５００ 

専用使用 午前９時から正午まで １０，８９０ 

正午から午後３時まで １０，８９０ 

午後３時から午後６時まで １０，８９０ 

午後６時から午後９時まで １０，８９０ 

瀬

戸

市

体

育

館

及

び

瀬

戸

市

第

二

体

育

館 

第１競技場 

 

 午前９時から午前１１時まで ４，２９０ 

午前１１時から午後１時まで ４，２９０ 

午後１時から午後３時まで ４，２９０ 

午後３時から午後５時まで ４，２９０ 

午後５時から午後７時まで ６，７１０ 

午後７時から午後９時まで ６，７１０ 

第２競技場  午前９時から午前１１時まで １，６５０ 

午前１１時から午後１時まで １，６５０ 

午後１時から午後３時まで １，６５０ 

午後３時から午後５時まで １，６５０ 

午後５時から午後７時まで ２，８６０ 

午後７時から午後９時まで ２，８６０ 

第３競技場  午前９時から午前１１時まで ２，１４０ 

午前１１時から午後１時まで ２，１４０ 

午後１時から午後３時まで ２，１４０ 

午後３時から午後５時まで ２，１４０ 

午後５時から午後７時まで ４，０８０ 

午後７時から午後９時まで ４，０８０ 

会議室 １室につき 午前９時から午前１１時まで ８２０ 

午前１１時から午後１時まで ８２０ 

午後１時から午後３時まで ８２０ 

午後３時から午後５時まで ８２０ 

午後５時から午後７時まで １，３７０ 

午後７時から午後９時まで １，３７０ 



 

８ 

 

バスケットボール

コート 

１面につき 午前９時から午前１１時まで ２，１４０ 

午前１１時から午後１時まで ２，１４０ 

午後１時から午後３時まで ２，１４０ 

午後３時から午後５時まで ２，１４０ 

午後５時から午後７時まで ４，０８０ 

午後７時から午後９時まで ４，０８０ 

バレーボールコー

ト 

１面につき 午前９時から午前１１時まで １，６６０ 

午前１１時から午後１時まで １，６６０ 

午後１時から午後３時まで １，６６０ 

午後３時から午後５時まで １，６６０ 

午後５時から午後７時まで ２，４５０ 

午後７時から午後９時まで ２，４５０ 

バドミントンコー

ト 

１面につき 午前９時から午前１１時まで ９７０ 

午前１１時から午後１時まで ９７０ 

午後１時から午後３時まで ９７０ 

午後３時から午後５時まで ９７０ 

午後５時から午後７時まで １，２５０ 

午後７時から午後９時まで １，２５０ 

卓球台 １台につき 午前９時から午前１１時まで ４９０ 

午前１１時から午後１時まで ４９０ 

午後１時から午後３時まで ４９０ 

午後３時から午後５時まで ４９０ 

午後５時から午後７時まで ７１０ 

午後７時から午後９時まで ７１０ 

トレーニングルー

ム 

１人１回につき 午前９時から午後９時まで １４０ 

１人１月につき 午前９時から午後９時まで ２，１４０ 

南ヶ丘野球場 １月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで １，６５０ 

午前９時から正午まで ４，９５０ 

正午から午後３時まで ４，９５０ 

午後３時から午後６時まで １，６５０ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで ２，４７０ 

午前９時から正午まで ４，９５０ 

正午から午後３時まで ４，９５０ 

午後３時から午後６時まで ４，９５０ 



 

９ 

 

 備考 次の各号のいずれかに該当するときは、この表の規定にかかわら

ず、それぞれ当該各号に定める額（１０円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）をその施設使用料とする。 

  ⑴ この表の区分の定める区分単位以外の時間に利用する場合 当該 

   時間３０分につきその利用に係る直近の区分の使用料の３０分に相 

   当する額 

  ⑵ 瀬戸市体育館又は瀬戸市第二体育館を使用する場合（バスケット

ボール、バレーボール、バドミントン及び卓球のため使用する場

合を除く。）において、使用する面積がその使用に係る第１競技

場又は第３競技場の床面積の２分の１以下の場合 この表に定め

る額（前号に該当する場合は、同号の規定により算定して得た額） 

   に２分の１を乗じて得た額 

  ⑶ 入場料若しくはこれに類するものを徴収する場合又はスポーツ以

外に利用する場合（第４号に該当する場合を除く。） この表に

定める額（前２号のいずれかに該当する場合は、前２号の規定に

よりそれぞれ算定して得た額）に２を乗じて得た額 

  ⑷ 営利又は宣伝のため使用する場合 この表に定める額（第１号又

は第２号のいずれかに該当する場合は、当該各号の規定によりそ

れぞれ算定して得た額）に１０を乗じて得た額 

  ⑸ 小学生、中学生又は高校生が使用する場合（一般と共同使用する

場合、市民公園プールを使用する場合、トレーニングルームを使

用する場合及び第４号に該当する場合を除く。） この表の定め

る額（第１号、第２号又は第３号のいずれかに該当する場合は、

当該各号の規定によりそれぞれ算定して得た額）に２分の１を乗

じて得た額 
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  ⑹ 本市の区域内に住所を有しない個人又は当該区域内に事務所若し 

   くは事業所を有しない法人その他団体が施設等を使用する場合（第 

   ４号に該当する場合を除く。） この表に定める額（第１号、第２ 

   号、第３号又は第５号のいずれかに該当する場合は、当該各号の規 

   定によりそれぞれ算定して得た額）に１．５を乗じて得た額 

 （尾張東部（瀬戸）地域文化広場の管理に関する条例の一部改正） 

第２条 尾張東部（瀬戸）地域文化広場の管理に関する条例（昭和５７年

瀬戸市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（使用料） （使用料） 

第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

２ 使用料は、施設使用料及び附属設備使用料と

し、その額は、別表第２及び別表第３に定める

とおりとする。ただし、次の各号に掲げる場合

における施設使用料の額は、当該各号に定める

額とする。 

２ 使用料は、施設使用料及び附属設備使用料と

し、その額は、別表第２及び別表第３に定める

とおりとする。ただし、次の各号に掲げる場合

における施設使用料の額は、当該各号に定める

額とする。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 本市の区域内に住所を有しない個人又は

当該区域内に事務所若しくは事業所を有し

ない法人その他団体が施設等を使用する場

合 別表第２に定める額の１．５倍に相当

する額 

⑵ 本市並びに尾張旭市、豊明市、日進市、

長久手市及び東郷町の区域内に住所を有し

ない個人又は当該区域内に事務所若しくは

事業所を有しない法人が施設等を使用する

場合 別表第２に定める額の１．５倍に相

当する額 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 
  

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第５条関係）
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区分 金額 

午前 午後 夜間 全日 繰上・延長時間 

9時～ 

12時 

13時～ 

17時 

18時～ 

21時30

分 

9時～ 

21時30

分 

8時30分

～9時 

12時～ 

13時 

17時～ 

18時 

21時30

分以降

(1時間

につき) 

文

化

ホ

ー

ル 

ホ

ー

ル 

舞台練習

及び催物

準備のた

め使用す

る場合 

平日 円 円 円 円 円 円 円 円 

8,620 12,930 16,380 32,770 2,950 3,690 4,060 6,030 

土曜日、日曜日及び

祝日 

12,070 18,110 23,030 46,070 4,180 5,170 5,790 8,500 

その他の

場合 

平日 28,820 43,240 54,700 109,520 ― 12,440 14,040 20,200 

土曜日、日曜日及び

祝日 

40,280 60,490 76,380 152,760 ― 17,370 19,710 28,330 

楽屋 楽屋第１号 1,350 2,090 2,710 5,420 490 490 610 980 

楽屋第２号 610 1,100 1,350 2,830 240 240 360 490 

楽屋第３号 1,100 1,720 2,090 4,310 360 360 490 860 

楽屋第４号 1,100 1,720 2,090 4,310 360 360 490 860 

リハーサル

室 

第１リハーサル室 2,340 3,690 4,550 9,110 860 980 1,100 1,720 

第２リハーサル室 1,100 1,720 2,090 4,310 360 360 490 860 

第３リハーサル室 610 1,100 1,350 2,830 240 240 360 490 

文

化

交

流

館 

会議室 第１１会議室 1,350 1,840 2,090 4,800 360 490 490 860 

第１２会議室 1,970 2,830 3,200 7,260 490 860 860 1,100 

第１３会議室 1,350 1,840 2,090 4,800 360 490 490 860 

第２１会議室 1,720 2,460 2,830 6,280 490 610 860 1,100 

第２２会議室 3,940 5,290 6,160 13,920 1,100 1,720 1,720 2,210 

第３１会議室 6,160 8,130 9,600 21,680 1,720 2,710 2,710 3,570 

第３２会議室 980 1,470 1,840 3,690 240 360 490 610 

和室 2,830 4,310 5,420 10,840 980 1,100 1,350 1,970 

ギャラリー 1,350 1,840 2,090 4,800 360 490 490 860 

茶室 1,970 2,950 3,810 7,760 610 860 980 1,350 

 備考 ＜省略＞ 

（瀬戸市定光寺野外活動センター条例の一部改正） 

第３条 瀬戸市定光寺野外活動センター条例（昭和６０年瀬戸市条例第７



 

１２ 

 

号）の一部を次のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第５条関係）

区分 金額 

団体 一般 

キャンプ

場 

テント場 常設テント、移動テント、持ち込みテン

ト各１張１回につき 

円 

６６０ 

円 

１，３２０ 

炊飯場 １人１回につき １６０ ３３０ 

営火場 １人１回につき ８０ １６０ 

集会室 第１集会室 午前９時～午後１時 ８２０ １，６５０ 

午後１時～午後５時 ８２０ １，６５０ 

午後５時～午後９時 ８２０ １，６５０ 

午後９時～翌日午前９時 ８２０ １，６５０ 

第２集会室 午前９時～午後１時 ８２０ １，６５０ 

午後１時～午後５時 ８２０ １，６５０ 

午後５時～午後９時 ８２０ １，６５０ 

午後９時～翌日午前９時 ８２０ １，６５０ 

第３集会室 午前９時～午後１時 ８２０ １，６５０ 

午後１時～午後５時 ８２０ １，６５０ 

午後５時～午後９時 ８２０ １，６５０ 

午後９時～翌日午前９時 ８２０ １，６５０ 

第４集会室 午前９時～午後１時 ８２０ １，６５０ 

午後１時～午後５時 ８２０ １，６５０ 

午後５時～午後９時 ８２０ １，６５０ 

午後９時～翌日午前９時 ８２０ １，６５０ 

会議室 午前９時～午後１時 ８２０ １，６５０ 

午後１時～午後５時 ８２０ １，６５０ 

午後５時～午後９時 ８２０ １，６５０ 

研修室 研修室１ 午前９時～午後１時 ８２０ １，６５０ 

午後１時～午後５時 ８２０ １，６５０ 

午後５時～午後９時 ８２０ １，６５０ 

午後９時～翌日午前９時 ８２０ １，６５０ 

研修室２ 午前９時～午後１時 ８２０ １，６５０ 
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午後１時～午後５時 ８２０ １，６５０ 

午後５時～午後９時 ８２０ １，６５０ 

午後９時～翌日午前９時 ８２０ １，６５０ 

研修室３ 午前９時～午後１時 ８２０ １，６５０ 

午後１時～午後５時 ８２０ １，６５０ 

午後５時～午後９時 ８２０ １，６５０ 

午後９時～翌日午前９時 ８２０ １，６５０ 

身障者室 午前９時～午後１時 ８２０ １，６５０ 

午後１時～午後５時 ８２０ １，６５０ 

午後５時～午後９時 ８２０ １，６５０ 

午後９時～翌日午前９時 ８２０ １，６５０ 

浴室 １人１回につき ８０ １６０ 

炊飯室 １人３時間につき １６０ ３３０ 

食堂 １人３時間につき ８０ １６０ 

 備考 ＜省略＞ 

（瀬戸市新世紀工芸館条例の一部改正） 

第４条 瀬戸市新世紀工芸館条例（平成１１年瀬戸市条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（使用料等）  （使用料等） 

第７条 施設等の使用の許可を受けた者（以下「 

 使用者」という。）は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める額の研修費又は使用

料（以下「使用料等」という。）を納付しなけ

ればならない。 

第７条 施設等の使用の許可を受けた者（以下「 

 使用者」という。）は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める額の研修費又は使用

料（以下「使用料等」という。）を納付しなけ

ればならない。 

 ⑴ ＜省略＞ 

 ⑵ 工芸館の展示室において展示を行う場合の 

  使用料は、次のとおりとする。 

展示室の種類 単位 金額 

ギャラリー１ ＜省略＞ 円 

 ⑴ ＜省略＞ 

 ⑵ 工芸館の展示室において展示を行う場合の 

  使用料は、次のとおりとする。 

展示室の種類 単位 金額 

ギャラリー１ ＜省略＞ 円 
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９４０ 

ギャラリー２ ＜省略＞ ５，８１０ 

ギャラリー３ ＜省略＞ ５，０２０ 

ギャラリー４ ＜省略＞ ２，５１０ 

ギャラリー５ ＜省略＞ １０，３７０ 
 

６２０ 

ギャラリー２ ＜省略＞ ３，８７０ 

ギャラリー３ ＜省略＞ ３，３５０ 

ギャラリー４ ＜省略＞ １，６７０ 

ギャラリー５ ＜省略＞ ６，９１０ 
 

⑶から⑸まで ＜省略＞ ⑶から⑸まで ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 
  

（瀬戸蔵条例の一部改正） 

第５条 瀬戸蔵条例（平成１６年瀬戸市条例第２０号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２を次のように改める。  

別表第２（第７条関係）

区分 金額 

午前 午後 夜間 全日 繰上・延長時間 
9時～ 
12時 

13時～ 
17時 

18時～ 
21時30 
分 

9時～ 
21時30 
分 

8時30分
～9時 

12時～
13時 

17時～ 
18時 

21時30
分以降 
(1時間
につき) 

ホ 

ー 

ル 

つ 

ば 

き 

ホ 

ー 

ル 

舞台練習
及び催物
準備のた
め使用す
る場合 

平日 円 

3,630 

円 

5,510 

円 

6,920 

円 

13,840 

円 

1,050 

円 

1,400 

円 

1,870 

円 

2,110 
土曜日、
日曜日及
び祝日 

4,340 6,570 8,210 16,540 1,290 1,640 2,220 2,460 

その他の

場合 

平日 11,960 17,950 22,760 45,400 － 4,450 6,100 6,800 
土曜日、
日曜日及
び祝日 

14,310 21,470 27,220 54,440 － 5,390 7,270 8,210 

楽屋１ 1,170 1,760 2,220 4,450 350 460 580 700 

楽屋２ 1,170 1,760 2,220 4,450 350 460 580 700 

リハーサル室 1,400 2,110 2,690 5,390 460 580 700 820 

市民ギャラリー 1,870 2,810 3,520 7,150 580 700 930 1,050 
多 
目 
的 
ホ 
ー 
ル 

全面 9,620 14,430 18,300 36,600 2,930 3,630 4,920 5,510 

Ａ面 3,750 5,630 7,150 14,310 1,170 1,400 1,870 2,110 

Ｂ面 3,750 5,630 7,150 14,310 1,170 1,400 1,870 2,110 

Ｃ面 3,750 5,630 7,150 14,310 1,170 1,400 1,870 2,110 

会 

議 

室 

特別会議室 3,160 4,810 5,980 12,080 930 1,170 1,640 1,760 

会議室１ 1,170 1,760 2,220 4,450 350 460 580 700 

会議室２ 1,170 1,760 2,220 4,450 350 460 580 700 

会議室３ 1,170 1,760 2,220 4,450 350 460 580 700 
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会議室４ 1,640 2,460 3,160 6,210 460 580 820 930 

会議室５ 1,640 2,460 3,160 6,210 460 580 820 930 

 備考 ＜省略＞ 

（パルティせと市民交流センター条例の一部改正） 

第６条 パルティせと市民交流センター条例（平成１６年瀬戸市条例第２

１号）の一部を次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。  

別表第２（第７条関係）

区分 金額 

午前 午後 夜間 全日 繰上・延長時間 
9時～ 
12時 

13時～ 
17時 

18時～ 
21時30 
分 

9時～ 
21時30 
分 

8時30分
～9時 

12時～
13時 

17時～ 
18時 

21時30
分以降 
(1時間
につき) 

第１会議室 円 

1,640 

円 

2,460 

円 

3,160 

円 

6,210 

円 

460 

円 

580 

円 

820 

円 

930 

第２会議室 1,520 2,340 2,810 5,860 460 580 700 820 

大会議室 3,160 4,810 5,980 12,080 930 1,170 1,520 1,760 

マルチメディアルーム 6,570 9,850 12,430 24,990 1,990 2,460 3,400 3,750 

第１学習室 2,580 3,870 4,920 9,850 820 930 1,290 1,520 

第２学習室 2,580 3,870 4,920 9,850 820 930 1,290 1,520 

アリーナ 11,490 17,240 21,820 43,640 3,400 4,220 5,860 6,570 

フィットネスジム 270円／1回 

 備考 ＜省略＞

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に施行日以後の施

設等の使用又は利用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の

第１条から第６条までの規定にかかわらず、施行日前においても当該利

用に係るこの条例による改正後の第１条から第６条までに定める額の使



 

１６ 

 

用料又は利用料を徴収する。 

 

 （理 由） 

この案を提出するのは、貸館等の使用料を見直すに当たり、瀬戸市スポ

ーツ施設条例、尾張東部（瀬戸）地域文化広場の管理に関する条例、瀬戸

市定光寺野外活動センター条例、瀬戸市新世紀工芸館条例、瀬戸蔵条例及

びパルティせと市民交流センター条例中所要の事項を改正するため必要が

あるからである。 
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８年市長提出第５号議案 

瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部改正について 

瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

   瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例 

瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平 

成２０年瀬戸市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（議員報酬の額） （議員報酬の額） 

第２条 議員の議員報酬月額は、次に掲げる者の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

第２条 議員の議員報酬月額は、次に掲げる者の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 議長 ５５２，０００円 ⑴ 議長 ５５１，０００円 

⑵ 副議長 ４８４，０００円 ⑵ 副議長 ４８３，０００円 

⑶ 常任委員会（予算決算委員会を除く。以下

同じ。）及び議会運営委員会の委員長 ４６

４，０００円 

⑶ 常任委員会（予算決算委員会を除く。以下

同じ。）及び議会運営委員会の委員長 ４６

３，０００円 

⑷ 常任委員会及び議会運営委員会の副委員長

 ４５９，０００円 

⑷ 常任委員会及び議会運営委員会の副委員長

 ４５８，０００円 

⑸ 議員（議長、副議長、常任委員会及び議会

運営委員会の委員長並びに常任委員会及び議

会運営委員会の副委員長を除く。） ４５

４，０００円 

⑸ 議員（議長、副議長、常任委員会及び議会

運営委員会の委員長並びに常任委員会及び議

会運営委員会の副委員長を除く。） ４５

３，０００円 
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   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市特別職報酬等審議会において、令和７年

８月７日付けの人事院勧告等に基づき審議された答申を尊重し、瀬戸市議

会の議員の報酬月額を改定するに当たり、瀬戸市議会の議員の議員報酬、

費用弁償及び期末手当に関する条例中所要の事項を改正するため必要があ

るからである。 
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８年市長提出第６号議案 

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。 

令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

特別職の職員の給与に関する条例（昭和３６年瀬戸市条例第３号）の一 

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

職名 給料月額 

 円 

市長 ９９５，０００ 

副市長 ８１７，０００ 

教育長 ７２７，０００ 

＜省略＞ 
 

職名 給料月額 

 円 

市長 ９９３，０００ 

副市長 ８１６，０００ 

教育長 ７２６，０００ 

＜省略＞ 
 

  

 附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市特別職報酬等審議会において、令和７年

８月７日付けの人事院勧告等に基づき審議された答申を尊重し、特別職の

職員の給料月額を改定するに当たり、特別職の職員の給与に関する条例中
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所要の事項を改正するため必要があるからである。 
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８年市長提出第７号議案 

瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正について 

瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定めるものとする。 

令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年瀬

戸市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（給料） （給料） 

第４条 瀬戸市職員の給与に関する条例（昭和３

６年瀬戸市条例第４号。以下「給与条例」とい

う。）第４条第１項の規定は、フルタイム会計

年度任用職員の給料について準用する。 

第４条 瀬戸市職員の給与に関する条例（昭和３

６年瀬戸市条例第４号。以下「給与条例」とい

う。）第４条第１項及び一般職の任期付職員の

採用等に関する条例（平成１８年瀬戸市条例第

４号）第５条第１項の規定は、フルタイム会計

年度任用職員の給料について準用する。 

（職務の級） （職務の級） 

第５条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、

その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度

に基づき、これを前条において準用する給与条

例第４条第１項に規定する給料表に定める職務

の級に分類するものとし、その分類の基準とな

るべき職務の内容は、別表によるものとする。 

第５条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、

その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度

に基づき、これを前条において準用する給与条

例第４条第１項に規定する給料表に定める職務

の級又は一般職の任期付職員の採用等に関する

条例第５条第１項に規定する給料表に定める号

給に分類するものとし、その分類の基準となる
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べき職務の内容は、別表第１又は別表第２によ

るものとする。 

２ フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、

前項の別表に従い任命権者（法第６条第１項に

規定する任命権者（同条第２項の規定による委

任を受けた者を含む。）をいう。第１７条第２

項を除き、以下同じ。）が決定する。 

２ フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、

前項の別表第１及び別表第２に従い任命権者

（法第６条第１項に規定する任命権者（同条第

２項の規定による委任を受けた者を含む。）を

いう。第１７条第２項を除き、以下同じ。）が

決定する。 

 （パートタイム会計年度任用職員の報酬）  （パートタイム会計年度任用職員の報酬） 

第２０条 ＜省略＞ 第２０条 ＜省略＞ 

２から５まで ＜省略＞ ２から５まで ＜省略＞ 

６ 前各項の規定にかかわらず、高度の専門的な

知識経験等が必要となる業務に従事するパート

タイム会計年度任用職員の報酬の時間額につい

ては、６，０００円を超えない範囲内において 

 、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき 

 、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職

務の特殊性を考慮して、規則で定める額とする 

 。 

 

別表（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

職種 職務の級 基準となる職務 

＜省略＞ 

⒁ 教育職 １級 教育に係る事務員、

指導員、相談員その

他の職員の職務 

＜省略＞ 
 

職種 職務の級 基準となる職務 

＜省略＞ 

⒁ 学校教育職 １級 １ 学校教育に係る

事務員の職務 

２ 社会体育指導員

の職務 

３ こども若者家庭

センターにおける

相談員の職務 

４ 発達支援室にお

ける相談員の職務 

＜省略＞ 
 

 別表第２（第５条関係） 

 職種 号給 基準となる職務 
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⑴ スクールソ

ーシャルワー

カー職 

７号給 小中学校におけるス

クールソーシャルワ

ーカーの職務 

⑵ スクールカ

ウンセラー職 

４号給 小中学校におけるス

クールカウンセラー

の職務 

⑶ 消費生活相

談員職 

１号給 消費生活相談員の職

務 
 

  

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、高度の専門的な知識経験等が必要となる会計年

度任用職員の給与を改めるに当たり、瀬戸市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。
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８年市長提出第８号議案 

△△△瀬戸市地域交流センター条例の一部改正について 

 瀬戸市地域交流センター条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。 

△△令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長△川 本 雅 之△ 

△△△瀬戸市地域交流センター条例の一部を改正する条例 

△瀬戸市地域交流センター条例（平成２２年瀬戸市条例第２８号）の一部

を次のように改正する。 

△次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（休館日） 

第５条 地域交流センターの休館日は、次のとお

りとする。 

 

名称 休館日 

瀬戸市西陵地域交流

センター 

瀬戸市品野台地域交

流センター 

瀬戸市道泉地域交流

センター 

瀬戸市水野地域交流

センター 

瀬戸市下品野地域交

流センター 

⑴ 国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年

法律第１７８号）に

規定する休日 

⑵ １月１日から同月

５日まで及び１２月

２８日から同月３１

日まで 

瀬戸市新郷地域交流

センター 

１月１日から同月５日

まで及び１２月２８日

から同月３１日まで 

（休館日） 

第５条 地域交流センターの休館日は、１月１日

から同月５日まで及び１２月２８日から同月３

１日までとする。 
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２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

△△△附△則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。△△△△△△△△１行空

ける△△△△△△△△△△△△△△△ 

△（理△由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市地域交流センターの休館日を変更するに

当たり、瀬戸市地域交流センター条例中所要の事項を改正するため必要が

あるからである。 
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８年市長提出第９号議案 

瀬戸市クリーンセンター条例の一部改正について 

瀬戸市クリーンセンター条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。 

令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市クリーンセンター条例の一部を改正する条例 

瀬戸市クリーンセンター条例（昭和３５年瀬戸市条例第１０号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （最大処理量）  （最大処理量） 

第３条 瀬戸市クリーンセンターのし尿処理施設

（以下「処理施設」という。）において処理す

るし尿及び浄化槽に係る汚泥等（以下「浄化槽

汚泥等」という。）の最大量は、１日につき８

８キロリットルとする。 

第３条 瀬戸市クリーンセンターのし尿処理施設

（以下「処理施設」という。）において処理す

るし尿及び浄化槽に係る汚泥等（以下「浄化槽

汚泥等」という。）の最大量は、１日につき１

２５キロリットルとする。 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（理 由）  

この案を提出するのは、し尿処理施設の最大処理量を変更するに当たり、

瀬戸市クリーンセンター条例中所要の事項を改正するため必要があるから

である。  
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８年市長提出第１０号議案 

瀬戸市火災予防条例の一部改正について 

瀬戸市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとす

る。 

令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市火災予防条例の一部を改正する条例 

瀬戸市火災予防条例（昭和３７年瀬戸市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（簡易サウナ設備）  

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接

外気に接する場所に設けるテント型サウナ室（

サウナ室のうちテントを活用したものをいう。

）又はバレル型サウナ室（サウナ室のうち円筒

形であり、かつ、木製のものをいう。）に設け

る放熱設備であって、定格出力６キロワット以

下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とす

るものをいう。以下同じ。）の位置及び構造は

、次に掲げる基準によらなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 火災予防上安全な距離を保つことを要しな

い場合を除き、建築物等及び可燃性の物品か

ら火災予防上安全な距離として対象火気設備

等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基

準により得られる距離以上の距離を保つこと

。 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場

合に直ちにその熱源を遮断することができる
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手動及び自動の装置を設けること。ただし、

薪を熱源とする簡易サウナ設備にあっては、

その周囲において火災が発生した際に速やか

に使用できる位置に消火器を設置した場合は

、この限りでない。 

 

 

 

 

 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備

の位置、構造及び管理の基準については、第３

条（第１項第１号、第１０号から第１４号まで

、第１７号から第１８号の３まで、第２項第６

号及び第３項並びに第４項を除く。）及び第５

条第１項の規定を準用する。 

 

 

 

 

 

 

（一般サウナ設備） （サウナ設備） 

第７条の３ 一般サウナ設備（簡易サウナ設備以

外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備を

いう。）をいう。以下同じ。）の位置及び構造

は、次に掲げる基準によらなければならない。 

第７条の２ サウナ室に設ける放熱設備（以下「

サウナ設備」という。）の位置及び構造は、次

に掲げる基準によらなければならない。 

 

 ⑴ ＜省略＞  ⑴ ＜省略＞ 

 ⑵ 一般サウナ設備の温度が異常に上昇した場

合に直ちにその熱源を遮断することができる

手動及び自動の装置を設けること。 

 ⑵ サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に

直ちにその熱源を遮断することができる手動

及び自動の装置を設けること。 

２ 前項に規定するもののほか、一般サウナ設備

の位置、構造及び管理の基準については、第３

条（第１項第１号及び第１０号から第１２号ま

でを除く。）の規定を準用する。 

２ 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位

置、構造及び管理の基準については、第３条（

第１項第１号及び第１０号から第１２号までを

除く。）の規定を準用する。 

（住宅における火災の予防の推進） （住宅における火災の予防の推進） 

第２９条の７ 市は、住宅における火災の予防を

推進するため、次に掲げる施策の実施に努める

ものとする。 

第２９条の７ 市は、住宅における火災の予防を

推進するため、次に掲げる施策の実施に努める

ものとする。 

 ⑴ 住宅における出火防止、火災の早期発見、

初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する

住宅用防災機器、感震ブレーカーその他の物

品、機械器具及び設備の普及の促進 

 ⑴ 住宅における出火防止、火災の早期発見、

初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する

住宅用防災機器その他の物品、機械器具及び

設備の普及の促進 

 ⑵ ＜省略＞  ⑵ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
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（火を使用する設備等の設置の届出） （火を使用する設備等の設置の届出） 

第４４条 火を使用する設備又はその使用に際し

、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に

掲げるものを設置しようとする者は、あらかじ

め、その旨を消防長に届け出なければならない

。 

第４４条 火を使用する設備又はその使用に際し

、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に

掲げるものを設置しようとする者は、あらかじ

め、その旨を消防長に届け出なければならない

。 

 ⑴から⑹まで ＜省略＞  ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

 （６の２） 簡易サウナ設備（個人が設けるものを

除く。） 

 

 

 ⑺ 一般サウナ設備（個人の住居に設けるもの

を除く。） 

 ⑺ サウナ設備（個人の住居に設けるものを除

く。） 

 （７の２）から⒂まで ＜省略＞  （７の２）から⒂まで ＜省略＞ 
  

附 則 

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対

象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一

部を改正する省令（令和７年総務省令第１０１号）の公布に伴い、瀬戸市

火災予防条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  
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８年市長提出第１１号議案 

瀬戸市介護保険条例の一部改正について 

瀬戸市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとす

る。 

令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市介護保険条例の一部を改正する条例 

瀬戸市介護保険条例（平成１２年瀬戸市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の

算定に関する基準の特例） 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の

算定に関する基準の特例） 

第９条 ＜省略＞ 第９条 ＜省略＞ 

 （令和８年度の保険料率の算定に関する所得の 

 額の算定方法の特例） 

 

第１０条 第１号被保険者（令和８年度分の保険

料の賦課期日において当該保険料を賦課する市

町村に住所を有しない者を除き、令和８年度分

の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日

において当該保険料を賦課する市町村に住所を

有する者（同法第２９４条第３項の規定により

当該市町村の住民基本台帳に記録されている者

とみなされた者を含む。）に限る。以下この条

及び次条第１項において同じ。）のうち、令和

７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項

に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入
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金額が５５万１,０００円以上６５万１,００ 

 ０円未満である者に限る。）の令和８年度にお

ける保険料率の算定についての第３条第１項（ 

 第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第

１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号

ア及び第１４号アに係る部分に限る。）の規定

の適用については、第３条第１項第６号ア中「 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９

２条第１項第１３号に規定する合計所得金額

（以下「合計所得金額」という。）（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３

５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の

３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合

には、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額と

し、当該合計所得金額が零を下回る場合には、

零とする。以下この項において同じ。）」とあ

るのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい 

 、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項

に規定する給与所得が含まれている場合には、

当該給与所得の金額については、同条第２項の

規定によって計算した金額に令和７年中の同条

第１項に規定する給与等の収入金額から５５万

円を控除して得た額を加えた額によるものとし 

 、租税特別措置法による特別控除の適用がある

場合には、当該合計所得金額から令第２２条の

２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合に

は、零とする。以下この項において同じ。）」

とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得

金額に給与所得が含まれている者（同年中の給

 



４４ 

 

与等の収入金額が６５万１,０００円以上１６

１万９,０００円未満である者に限る。）の令

和８年度における保険料率の算定についての第

３条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、

第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号

ア、第１３号ア及び第１４号アに係る部分に限

る。）の規定の適用については、第３条第１項

第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額（以下「合計所得金額」という。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条

第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、

第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額から令第２

２条の２第２項に規定する特別控除額を控除し

て得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る

場合には、零とする。以下この項において同

じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税

法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所

得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得が含まれてい

る場合には、当該給与所得の金額については、

同条第２項の規定によって計算した金額に１０

万円を加えた額によるものとし、租税特別措置

法による特別控除の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定

する特別控除額を控除して得た額とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下この項において同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得

金額に給与所得が含まれている者（同年中の給

与等の収入金額が１６１万９,０００円以上１

９０万円未満である者に限る。）の令和８年度
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における保険料率の算定についての第３条第１

項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア 

 、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１

３号ア及び第１４号アに係る部分に限る。）の

規定の適用については、第３条第１項第６号ア

中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金

額（以下「合計所得金額」という。）（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、 

 第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条

の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場

合には、当該合計所得金額から令第２２条の２

第２項に規定する特別控除額を控除して得た額

とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には 

 、零とする。以下この項において同じ。）」と

あるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額をい

い、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１

項に規定する給与所得が含まれている場合には 

 、当該給与所得の金額については、同条第２項

の規定によって計算した金額に６５万円から令

和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法

第２８条第１項に規定する給与等の収入金額か

ら、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部

を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１

条の規定による改正前の所得税法別表第５の給

与等の金額として、同表により当該金額に応じ

て求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額

を控除して得た額をいう。）を控除して得た額

を加えた額によるものとし、租税特別措置法に

よる特別控除の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第２２条の２第２項に規定する

特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所
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得金額が零を下回る場合には、零とする。以下

この項において同じ。）」とする。 

 （令和８年度の保険料率の算定に関する基準の

特例） 

 

第１１条 第１号被保険者の令和８年度における

保険料率の算定についての第３条第１項の規定

の適用については、当該第１号被保険者の属す

る世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第

１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第

３号に掲げる者のいずれかに該当する者がある

ときは、当該該当する者は、同年度分の地方税

法の規定による市町村民税が課されている者と

みなす。 

⑴ 令和７年の合計所得金額に給与所得が含ま

れている者（令和８年度分の保険料の賦課期

日において当該保険料を賦課する市町村に住

所を有しない者を除く。）であって、令和８

年度分の地方税法の規定による市町村民税の

賦課期日において当該保険料を賦課する市町

村に住所を有するもの（同法第２９４条第３

項の規定により当該市町村の住民基本台帳に

記録されている者とみなされた者を含む。） 

⑵ 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる

者に該当し、かつ、令和８年度分の同法の規

定による市町村民税が課されていない者であ

って、次のアからウまでに掲げる場合のいず

れかに該当するもの 

 ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万

 １，０００円以上６５万１，０００円未満

 であり、かつ、１３５万円から同年の合計

 所得金額を控除して得た額が、同年中の給

 与等の収入金額から５５万円を控除して得

 た額以下である場合 

 イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万

 １，０００円以上１６１万９，０００円未
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 満であり、かつ、１３５万円から同年の合

 計所得金額を控除して得た額が１０万円以

 下である場合 

 ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１

 万９，０００円以上１９０万円未満であり 

  、かつ、１３５万円から同年の合計所得金

 額を控除して得た額が、６５万円から、同

 年中の給与等の収入金額から当該給与等の

 収入金額を所得税法等の一部を改正する法

 律（令和７年法律第１３号）第１条の規定

 による改正前の所得税法別表第５（以下「 

  別表第５」という。）の給与等の金額とし

 て、別表第５により当該金額に応じて求め

 た別表第５の給与所得控除後の給与等の金

 額を控除して得た額を控除して得た額以下

 である場合 

⑶ 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者

に該当せず、かつ、令和８年度分の同法の規

定による市町村民税が課されていない者であ

って、次のアからウまでに掲げる場合のいず

れかに該当するもの 

 ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万

 １，０００円以上６５万１，０００円未満

 であり、かつ、地方税法第２９５条第３項

 に規定する政令で定める基準に従い当該市

 町村の条例で定める金額から同年の合計所

 得金額を控除して得た額が、同年中の給与

 等の収入金額から５５万円を控除して得た

 額以下である場合 

 イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万

 １，０００円以上１６１万９，０００円未

 満であり、かつ、地方税法第２９５条第３

 項に規定する政令で定める基準に従い当該

 市町村の条例で定める金額から同年の合計

 所得金額を控除して得た額が１０万円以下
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 である場合 

 ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１

 万９，０００円以上１９０万円未満であり 

  、かつ、地方税法２９５条第３項に規定す

 る政令で定める基準に従い当該市町村の条

 例で定める金額から同年の合計所得金額を

 控除して得た額が、６５万円から、同年中

 の給与等の収入金額から当該給与等の収入

 金額を別表第５の給与等の金額として、別

 表第５により当該金額に応じて求めた別表

 第５の給与所得控除後の給与等の金額を控

 除して得た額を控除して得た額以下である 

  場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料

率の算定についての第３条第１項の規定の適用

については、当該第１号被保険者が前項第１号

に掲げる者に該当し、かつ、同項第２号又は第

３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、

当該第１号被保険者は、同年度分の地方税法の

規定による市町村民税が課されている者とみな

す。 

 

  

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和

７年政令第４２０号）の公布に伴い、瀬戸市介護保険条例中所要の事項を

改正するため必要があるからである。 
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８年市長提出第１２号議案 

   瀬戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

 瀬戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

  令和８年２月１６日提出  

瀬戸市長 川 本 雅 之  

   瀬戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条  

   例の一部を改正する条例  

 瀬戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（  

令和７年瀬戸市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 ＜省略＞ 第２章 ＜省略＞ 

第１節 通則（第６条―第１９条）  第１節 通則（第５条―第１９条） 

 第２節から第４節まで ＜省略＞  第２節から第４節まで ＜省略＞ 

第３章 ＜省略＞ 第３章 ＜省略＞ 

附則 附則 

（最低基準と乳児等通園支援事業者） （最低基準と乳児等通園支援事業者） 

第４条 ＜省略＞ 第４条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

    第２章 乳児等通園支援事業の設備及び運 

       営に関する基準 

     第１節 通則 

 （乳児等通園支援事業者の一般原則）  （乳児等通園支援事業者の一般原則） 
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第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

２から６まで ＜省略＞ ２から６まで ＜省略＞ 

   第２章 乳児等通園支援事業の設備及び運  

       営に関する基準 

 

    第１節 通則  

（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件） （乳児等通園支援事業者の職員の一般的要件） 

第９条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な

心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児

童福祉事業に熱意のある者であって、できる限

り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を

受けたものでなければならない。 

第９条 乳児等通園支援事業者の職員は、健全な

心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児

童福祉事業に熱意のある者であって、できる限

り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を

受けたものでなければならない。 

 （乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能

の向上等） 

 （乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能

の向上等） 

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に

自己研鑽
さん

に励み、法に定める事業の目的を達成

するために必要な知識及び技能の修得、維持及

び向上に努めなければならない。 

第１０条 乳児等通園支援事業者の職員は、常に

自己研鑽
さん

に励み、法に定める事業の目的を達成

するために必要な知識及び技能の修得、維持及

び向上に努めなければならない。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止） 

第１３条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用

乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項各号に

掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用

乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項各号に

掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

 （乳児等通園支援事業所内部の規程）  （乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる

乳児等通園支援事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる

乳児等通園支援事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

 ⑴から⑸まで ＜省略＞  ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

 ⑹ 利用定員  ⑹ 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 

 ⑺ 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了 

  に関する事項その他の乳児等通園支援事業の 

  利用に当たっての留意事項 

 ⑺ 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了 

  に関する事項並びに乳児等通園支援事業の利 

  用に当たっての留意事項 

 ⑻から⑾まで ＜省略＞  ⑻から⑾まで ＜省略＞ 
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 （秘密保持等）  （秘密保持等） 

第１８条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当

な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

第１８条 乳児等通園支援事業者の職員は、正当

な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

第２０条 ＜省略＞ 第２０条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育

所、認定こども園（就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規

定する認定こども園をいい、保育所であるもの

を除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等

（法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業

等をいい、居宅訪問型保育事業を除く。以下同

じ。）を行う事業所において、当該施設又は事

業を利用する児童の数（以下この項において

「利用児童数」という。）がその施設又は事業

に係る利用定員（子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２

９条第１項の確認において定める利用定員をい

う。）の総数に満たない場合であって、当該利

用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以

下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支

援事業をいう。 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育

所、認定こども園（就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規

定する認定こども園をいい、保育所であるもの

を除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等

（法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業

等をいい、居宅訪問型保育事業を除く。以下同

じ。）を行う事業所において、当該施設又は事

業を利用する児童の数（以下この項において

「利用児童数」という。）がその施設又は事業

に係る利用定員の総数に満たない場合であって 

 、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除

いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児

等通園支援事業をいう。 

 （設備の基準） （設備の基準） 

第２１条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業

所（以下「一般型乳児等通園支援事業所」とい

う。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

第２１条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業

所（以下「一般型乳児等通園支援事業所」とい

う。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

 ⑴から⑹まで ＜省略＞  ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

 ⑺ 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以 

  下「保育室等」という。）を２階に設ける建 

  物は、次のア、イ及びカに掲げる要件に、保 

  育室等を３階以上に設ける建物は、次のアか 

 ⑺ 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以 

  下「保育室等」という。）を２階に設ける建 

  物は、次のア、イ及びカに掲げる要件に、保 

  育室等を３階以上に設ける建物は、次のアか 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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  らクまでに掲げる要件に該当するものである 

  こと。 

  らクまでに掲げる要件に該当するものである 

  こと。 

  ア ＜省略＞   ア ＜省略＞ 

  イ 保育室等が設けられている次の表の左欄

に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区

分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施

設又は設備が 1 以上設けられていること。 

  イ 保育室等が設けられている次の表の左欄

に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区

分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施

設又は設備が 1 以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

＜省略＞ 

４階以

上の階 

常用 ＜省略＞ 

避難用 １ 建築基準法施行令第１

２３条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する

構造の屋内階段（ただ

し、同条第１項各号に規

定する構造の屋内階段に

ついては、当該屋内階段

の構造は、建築物の１階

から保育室等が設けられ

ている階までの部分に限

り、屋内と階段室とは、

バルコニー又は付室（階

段室が同条第３項第２号

に規定する構造を有する

場合を除き、同号に規定

する構造を有するものに

限る。）を通じて連絡す

ることとし、かつ、同条

第３項第３号、第４号及

び第１０号の要件を満た

すものとする。） 

  ２及び３ ＜省略＞ 
 

階 区分 施設又は設備 

＜省略＞ 

４階以

上の階 

常用 ＜省略＞ 

避難用 １ 建築基準法施行令第１

２３条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する

構造の屋内階段（ただ

し、同条第１項各号に規

定する構造の屋内階段に

ついては、当該屋内階段

の構造は、建築物の１階

から保育室等が設けられ

ている階までの部分に限

り、屋内と階段室とは、

バルコニー又は付室（階

段室が同条第３項第２号

に規定する構造を有する

場合を除き、同号に規定

する構造を有するものに

限る。）を通じて連絡す

ることとし、かつ、同条

第３項第３号、第４号及

び第１０号を満たすもの

とする。） 

  ２及び３ ＜省略＞ 
 

  ウからクまで ＜省略＞   ウからクまで ＜省略＞ 

 （電磁的記録）  （電磁的記録） 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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第２７条 乳児等通園支援事業者及びその乳児等 

通園支援事業所の職員は、記録、作成その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規定にお

いて書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下同じ。）で行

うことが規定されている又は想定されるものに

ついては、書面等に代えて、当該書面等に係る

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。）により行

うことができる。 

第２７条 乳児等通園支援事業者及びその職員

は、記録、作成その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面等（書面、書

類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識すること

ができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下同じ。）で行うことが規定されてい

る又は想定されるものについては、書面等に代

えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）により行うことができる。 

  

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （理 由）  

 この案を提出するのは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準の一部を改正する内閣府令（令和７年内閣府令第９６号）の公布に伴い、

瀬戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例中所

要の事項を改正するため必要があるからである。  
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８年市長提出第１３号議案 

   瀬戸市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の 

制定について 

 瀬戸市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次の

ように定めるものとする。 

  令和８年２月１６日提出 

                      瀬戸市長 川 本 雅 之  

   瀬戸市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第３条） 

第２節 運営に関する基準（第４条―第３２条） 

第３章 雑則（第３３条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

以下「法」という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項

の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業（特定乳児等通園支援（法第

３０条の２０第１項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。 

 ）を行う事業をいう。以下同じ。）の運営に関する基準を定めるものと

する。 

（一般原則） 
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第２条 特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定乳児

等通園支援事業者をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、

子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び

水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健

やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなけ

ればならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利

用する支給対象小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給

対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。）の意思及び人格を尊重し

て、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通

園支援を提供するように努めなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した

運営を行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第２７条第

１項に規定する特定教育・保育施設及び法第２９条第１項に規定する特

定地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援事

業者、地域子ども・子育て支援事業（法第５９条に規定する地域子ども 

・子育て支援事業をいう。以下同じ。）を行う者、児童福祉施設その他

の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利

用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、

責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園

支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「特定乳児等

通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その他の措置を

講ずるよう努めなければならない。 
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第２章 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５

４条の２第１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。 

 ）を定めるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３０

条の１６に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が

当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用す

る時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の

事情を考慮して１月当たりの利用定員を定めるものとする。 

第２節 運営に関する基準 

（面談） 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る

特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認

定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、

当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況並びに当該

乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との

面談（映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらす

る通話を含む。）を行わなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あら

かじめ、第１９条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１ 

 ２条の規定により当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に 

 関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記 

 載した文書を交付しなければならない。 



 

５７ 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事

項を説明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護

者の同意を得なければならない。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第

３０条の１５第３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下

同じ。）から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、こ

れを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援

の利用について法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規

定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなけ

ればならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る

特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認

定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等 

 支援給付認定保護者から法第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援

支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則（平

成２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４各号に掲げる事項を確認す

るものとする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定（

以下この条において「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない

保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて



 

５８ 

速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わな

ければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当た

っては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該

乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者

が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保育等（法第

５６条第１項に規定する教育・保育等をいう。）の利用の状況の把握に

努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において

継続的に提供される法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法

第２９条第１項に規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、

乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設

等との密接な連携に努めなければならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した

際は、提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければな

らない。 

（特定乳児等通園支援に関する費用の額の受領） 

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２

０第５項（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の

規定により市町村が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部

を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受

領することをいう。次条において同じ。）を受けないときは、乳児等支
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援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園

支援費用基準額（法第３０条の２０第３項に規定する額をいう。次項に

おいて同じ。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳

児等通園支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及

び向上を図る上で必要であると認められる対価について、当該特定乳児 

 等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と特定乳児等通園支 

 援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を乳 

 児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定

乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げ 

 る費用の額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

 ⑴ 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に 

  要する費用 

 ⑵ 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

 ⑶ 食事の提供に要する費用 

 ⑷ 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供され 

  る便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常

必要とされるものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者

に負担させることが適当と認められるもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合

は、当該費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費

用に係る領収証を交付しなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の規定による金銭の
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支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支 

 援給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明ら

かにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行い、文

書による同意を得なければならない。ただし、同項の規定による金銭の

支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等

通園支援に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給

付認定保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援

給付費の額を通知しなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通

園支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等

通園支援の内容、利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記 

 載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対

して交付しなければならない。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保

育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳

児等通園支援事業（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の

３第２３項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意して、

支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、

特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 
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第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通

園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、

その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども 

 及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養

育環境の的確な把握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保

護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行

わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１７条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援 

 の提供を行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生

じた場合その他必要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子ども 

 の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければな

らない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知） 

第１８条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けてい 

 る乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りそ

の他不正な行為によって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けよう

としたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を当該乳児等支援給付費

の支給に係る市町村に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第１９条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営について 

 の重要事項に関する規程（第２２条において「運営規程」という。）を 
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 定めておかなければならない。 

 ⑴ 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

 ⑵ その提供する特定乳児等通園支援の内容 

 ⑶ 職員の職種、員数及び職務の内容 

 ⑷ 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに特定乳児等通園 

  支援の提供を行わない日 

 ⑸ 第１２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける 

  費用の種類、支払を求める理由及びその額 

 ⑹ 第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

 ⑺ 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他 

  の特定乳児等通園支援事業の利用に当たっての留意事項 

 ⑻ 緊急時等における対応方法 

 ⑼ 非常災害対策 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ⑾ その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対

し、適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児 

 等通園支援事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならな

い。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当 

該特定乳児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供

しなければならない。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を

及ぼさない業務については、この限りでない。 
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３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資

質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定め 

 る１時間当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行って

はならない。 

（掲示等） 

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見

やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定に 

 より乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用 

 の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公

衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求め

に応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するも

のを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２３条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子

どもの国籍、信条、社会的身分又は第１２条の規定による費用の額の支

払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第２４条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子ど

もに対し、児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当 

 該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。 

（秘密保持等） 
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第２５条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由が 

 なく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であ

った者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定

子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じ

なければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児

等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関

に対して、乳児等支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、 

 あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援

給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第２６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支

援を利用しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付

認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を

選択することができるように、その提供する特定乳児等通園支援の内容

に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者につい

て広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとし

てはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第２７条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第

１号に規定する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を

行う者（次項において「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育
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施設（法第７条第４項に規定する教育・保育施設をいう。次項において

同じ。）、地域型保育事業者（同条第５項に規定する地域型保育を行う

事業者をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（ 

 同条第１１項に規定する乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項にお

いて同じ。）又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はそ 

 の家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償と

して、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、

地域型保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支

給対象小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、

金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支 

 援に関する乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者そ

の他の当該乳児等支援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳

児等支援給付認定子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対

応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置

を講じなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当

該苦情の内容その他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関 

 する乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する

事業に協力するよう努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関

し、法第３０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により 
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 市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の 

 命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援事業

所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援 

 給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとと

もに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従

って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、

前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住 

 民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に

努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止

するため、次に定める措置を講じなければならない。 

 ⑴ 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載さ 

  れた事故発生の防止のための指針を整備すること。 

 ⑵ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合 

  に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底 

  する体制を整備すること。 

 ⑶ 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行 

  うこと。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特

定乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村

及び当該乳児等支援給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必
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要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採

った処置について記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特

定乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計

をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職

員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特

定乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならない。 

 ⑴ 第１４条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっ

ての計画 

 ⑵ 第１１条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

 ⑶ 第１８条の規定による市町村への通知に係る記録 

 ⑷ 第２８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑸ 第３０条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

第３章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これら
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に類するもののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以

下この条において同じ。）により行うことが規定されているものについ

ては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又

は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合

には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４項に定めるところによ

り、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき

事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織 

 （特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付 

 認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。以下この項において同じ。）を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条

において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この

場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、

又は提出したものとみなす。 

 ⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援 

   給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線 

   を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファ 

   イルに記録する方法 
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  イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられた 

   ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援 

   給付認定保護者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に 

   係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファ 

   イルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受け 

   る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児 

   等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに 

   その旨を記録する方法） 

 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調 

  製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの 

 記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければ

ならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供し

ようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給

付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容

を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

 ⑴ 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用 

  するもの 

 ⑵ ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児

等支援給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法によ

る提供を受けない旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保

護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってし
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てはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規

定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同

意の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交

付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条にお

いて「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、「

第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提供する

」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるの

は「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に

関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「

受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る

」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する前項

各号」と、第４項中「第２項の」とあるのは「第６項において準用する

第２項の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」

と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同

項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する第２項

各号」と、前項中「前項」とあるのは「第６項において準用する前項」

と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に

規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等に

よる同意の取得」と読み替えるものとする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（ 
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令和７年内閣府令第９５号）の公布に伴い、瀬戸市特定乳児等通園支援事

業の運営に関する基準を定めるため必要があるからである。 
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   瀬戸市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例案  

   要綱  

 この条例は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準が規定された

ことに伴い、おおむね次の事項をさだめようとするものである。  

第１ 一般原則について  

   特定乳児等通園支援事業者の一般原則を規定するもの。（第２条関

係）  

第２ 利用定員について  

   特定乳児等通園支援事業者の利用定員に関する基準を規定するもの。

（第３条関係）  

第３ 運営について  

   特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準（面談、費用の額の

受領、運営規程、事故発生の防止及び発生時の対応等）を規定するも 

  の。（第４条から第３２条関係）  

第４ その他  

   その他所要の事項を規定し、施行期日を令和８年４月１日とするも

の。  
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８年市長提出第１４号議案 

   市有財産（土地及び建物）の無償貸付について 

 次のとおり市有財産（土地及び建物）を無償で貸し付けるものとする。 

  令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 無償貸付をする財産 

 ⑴ 土 地 

   所 在 地  瀬戸市春雨町４番外７筆 

   合 計 面 積  ４，４０３．２９平方メートル 

 ⑵ 建 物 

   名 称  東保育園 

   所 在 地  瀬戸市春雨町４番地 

   構 造  鉄筋コンクリート造２階建て 

   延べ床面積  ８７２．４２平方メートル 

          内訳 

本館 ８４９．７０平方メートル 

屋外便所及び倉庫 ２２．７２平方メートル 

２ 貸 付 の 目 的  民間事業者が引き続き保育事業を実施するため 

３ 貸付の相手方  名古屋市東区泉一丁目２１番２７号 泉ファースト 

スクエア５Ｆ       

株式会社トットメイト 

          代表取締役社長 石原めぐみ 

４ 貸 付 期 間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

  

 （理 由） 
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 この案を提出するのは、東保育園の保育事業を引き続き民間事業者が実

施することに伴い、その土地及び建物を無償で貸し付けるに当たり、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、

議会の議決を求めるため必要があるからである。 
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８年市長提出第１５号議案 

   市有財産（土地及び建物）の貸付について 

 次のとおり市有財産（土地及び建物）を無償で、又は減額して貸し付け

るものとする。 

  令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 無償貸付をする財産 

  土 地 

  所 在 地   瀬戸市西本地町１丁目１１０番１外１筆 

  合 計 面 積   ２，４５６．１５平方メートル 

２ 減額貸付をする財産 

  建 物 

  名 称   アートチャイルドケア瀬戸幡山西保育園 

  所 在 地   瀬戸市西本地町１丁目１１０番地の１ 

  構 造   鉄骨造２階建て 

  延べ床面積   １，１６７．２４平方メートル 

          内訳 

本館 １，１４４．８６平方メートル 

屋外倉庫 ２２．３８平方メートル 

  貸 付 料   月額１８０，０００円 

３ 貸 付 の 目 的  民間事業者が引き続き保育事業を実施するため 

４ 貸付の相手方  東京都品川区東品川一丁目３番１０号 

       アートチャイルドケア株式会社 

          代表取締役 成澤美香 

５ 貸 付 期 間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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 （理 由） 

 この案を提出するのは、アートチャイルドケア瀬戸幡山西保育園の保育 

事業を引き続き民間事業者が実施することに伴い、その土地を無償で、及 

びその建物の貸付料を減額して貸し付けるに当たり、地方自治法（昭和２ 

２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求 

めるため必要があるからである。 
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８年市長提出第１６号議案 

   陶原小学校外５校屋内運動場（外部改修）工事請負契約の締結につ

いて 

本市が、陶原小学校外５校屋内運動場（外部改修）工事を施工するに当

たり、次の内容により工事請負契約を締結するものとする。 

  令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 契 約 金 額  ２６７，７９５，０００円 

２ 工 事 場 所  瀬戸市原山町１番地の３外５か所 

３ 契 約 方 法  制限付き一般競争入札 

４ 工 事 内 容  陶原小学校外５校の屋内運動場の外部改修を行う

工事一式 

５ 工 期  本契約日の翌日から令和９年３月９日まで 

６ 契約の相手方  瀬戸市東茨町７８番地の６ 

          大数建設株式会社 

          代表取締役 稲垣栄 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、陶原小学校外５校屋内運動場（外部改修）工事

の請負契約を締結するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条の規定に

より、議会の議決を求めるため必要があるからである。 
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８年市長提出第１７号議案 

   水野小学校外５校屋内運動場（外部改修）工事請負契約の締結につ

いて 

本市が、水野小学校外５校屋内運動場（外部改修）工事を施工するに当

たり、次の内容により工事請負契約を締結するものとする。 

  令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

１ 契 約 金 額  １９８，３５２，０００円 

２ 工 事 場 所  瀬戸市小田妻町２丁目２２番地外５か所 

３ 契 約 方 法  制限付き一般競争入札 

４ 工 事 内 容  水野小学校外５校の屋内運動場の外部改修を行う

工事一式 

５ 工 期  本契約日の翌日から令和９年３月２日まで 

６ 契約の相手方  愛知県海部郡飛島村元起五丁目４３番地 

          株式会社渡辺工務店 

          代表取締役 渡邉均 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、水野小学校外５校屋内運動場（外部改修）工事

の請負契約を締結するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条の規定に

より、議会の議決を求めるため必要があるからである。 
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８年市長提出第１８号議案 

   尾張東部（瀬戸）地域文化広場の管理に関する条例の一部改正につ 

   いて 

尾張東部（瀬戸）地域文化広場の管理に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定めるものとする。 

令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

尾張東部（瀬戸）地域文化広場の管理に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 尾張東部（瀬戸）地域文化広場の管理に関する条例（昭和５７年瀬戸市

条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

   瀬戸市文化センター条例    尾張東部（瀬戸）地域文化広場の管理に関

する条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第１項及び瀬戸市

都市公園条例（昭和３９年瀬戸市条例第２３

号）第１１条の２の規定に基づき、瀬戸市文化

センター（以下「文化センター」という。）の

設置及び管理に関し必要な事項を定めるものと

する。 

第１条 この条例は、瀬戸市都市公園条例（昭和

３９年瀬戸市条例第２３号）第１１条の２の規

定に基づき、尾張東部（瀬戸）地域文化広場

（以下「文化広場」という。）の管理に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 （設置）  （会館の名称） 

第２条 文化活動の場及び機会の提供を行い、市

民の文化の振興を図るため、文化センターを瀬

戸市西茨町１１３番地の３に設置する。 

第２条 文化広場の会館の名称は、文化ホール、

文化交流館及び瀬戸市美術館（以下「文化セン

ター」と総称する。）とする。 

２ 文化センターは、文化ホール、文化交流館及  
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び瀬戸市美術館で構成する。 

（休館日） （休館日） 

第２条の３ 文化センターの休館日は、次のとお

りとする。 

第２条の３ 文化センターの休館日は、１月１日

から同月４日まで及び１２月２８日から同月３

１日までとする。 

 ⑴ 火曜日（この日が国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日に当たるときは、その翌日以後において、

その日に最も近い日で同法に規定する休日で

ない日とする。） 

 

 ⑵ １月１日から同月４日まで及び１２月２８

日から同月３１日まで 

 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（展示品の撮影等） （展示品の撮影等） 

第１４条 美術館に展示してある物品（以下「展

示品」という。）を撮影し、採寸し、模写等を

しようとする者は、市長の許可を受けなければ

ならない。ただし、展示品の著作権者が許可す

る場合はこの限りでない。 

第１４条 美術館に展示してある物品（以下「展

示品」という。）を撮影し、採寸し、模写等を

しようとする者は、市長の許可を受けなければ

ならない。 

（指定管理者） （指定管理者） 

第１６条の２ 市長は、文化センターの管理を法

人その他の団体であって瀬戸市公の施設に係る

指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

１６年瀬戸市条例第１６号）の規定により市長

が指定するもの（以下「指定管理者」とい

う。）に行わせることができる。 

第１６条の２ 市長は、文化広場の管理を法人そ

の他の団体であって瀬戸市公の施設に係る指定

管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６

年瀬戸市条例第１６号）の規定により市長が指

定するもの（以下「指定管理者」という。）に

行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務） （指定管理者が行う業務） 

第１６条の３ 前条の規定により、指定管理者に

行わせる業務は、次に掲げるものとする。 

第１６条の３ 前条の規定により、指定管理者に

行わせる業務は、次の各号に掲げるものとす

る。 

⑴ 文化センターの施設運営に関する業務 ⑴ 文化広場の施設運営に関する業務 

⑵ 文化センターの施設、附属設備及び備品の

維持及び修繕に関する業務 

⑵ 文化広場の施設、附属設備及び備品の維持

及び修繕に関する業務 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、文化センター ⑶ 前２号に掲げるもののほか、文化広場の管
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の管理に関し市長が必要と認める業務 理に関し市長が必要と認める業務 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

＜省略＞ 

 備考 

１ この表における「平日」とは土曜日、日曜

日及び祝日以外の日をいい、「祝日」とは国

民の祝日に関する法律に規定する休日をいう 

 。 

 ２ ＜省略＞ 

＜省略＞ 

 備考 

１ この表における「平日」とは土曜日、日曜

日及び祝日以外の日をいい、「祝日」とは国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日をいう。 

 ２ ＜省略＞ 
  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

（瀬戸市都市公園条例の一部改正） 

２ 瀬戸市都市公園条例（昭和３９年瀬戸市条例第２３号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

 （公園施設の特例）  （公園施設の特例） 

第１１条の２ スポーツに係る公園施設及び瀬戸

市文化センターに係る公園施設の管理について

は、この条例にかかわらず、別に定めるものと

する。 

第１１条の２ スポーツに係る公園施設及び尾張

東部（瀬戸）地域文化広場に係る公園施設の管

理については、この条例にかかわらず、別に定

めるものとする。 
  

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、尾張東部（瀬戸）地域文化広場の名称、休館日

及び展示品の撮影等に関する許可を改めるに当たり、尾張東部（瀬戸）地

域文化広場の管理に関する条例中所要の事項を改正するため必要があるか
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らである。 
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８年市長提出第１９号議案 

瀬戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正に

ついて 

 瀬戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定めるものとする。 

令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正

する条例 

 瀬戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（平成１２年瀬戸

市条例第２０号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下 

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（建築物の新築の場合の駐車施設の附置） （建築物の新築の場合の駐車施設の附置） 

第４条 適用地区において、次の表の⑴の項に掲

げる面積が１，０００平方メートルを超える建

築物を新築しようとする者は、同表⑵の項に掲

げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表⑶の

項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数

値（延べ面積が６，０００平方メートルに満た

ない場合においては、当該合計した数値に同表

⑷の項に掲げる式により算出して得た数値を乗

じて得た数値とし、小数点以下の端数があると

きは、切り上げるものとする。）の台数以上の

規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建

築物の敷地内に附置しなければならない。ただ

し、特定用途以外の用途（以下「非特定用途」

という。）に供する建築物で、市長が特に必要

第４条 適用地区において、次の表の⑴の項に掲

げる面積が１，０００平方メートルを超える建

築物を新築しようとする者は、同表⑵の項に掲

げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表⑶の

項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数

値（延べ面積が６，０００平方メートルに満た

ない場合においては、当該合計した数値に同表

⑷の項に掲げる式により算出して得た数値を乗

じて得た数値とし、小数点以下の端数があると

きは、切り上げるものとする。）の台数以上の

規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建

築物の敷地内に附置しなければならない。ただ

し、特定用途以外の用途（以下「非特定用途」

という。）に供する建築物で、市長が特に必要
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がないと認めたものについては、この限りでな

い。 

がないと認めたものについては、この限りでな

い。 

⑴ 特定用途（共同住宅を除く。）に供す

る部分の床面積と共同住宅及び非特定

用途に供する部分の床面積に２分の１

を乗じて得たものとの合計 

⑵ 特定用途（共同住

宅を除く。）に供

する部分 

共同住宅及び非特

定用途に供する部

分 

⑶ ＜省略＞ ＜省略＞ 

⑷ ＜省略＞ 

備考 ＜省略＞ 
 

⑴ 特定用途に供する部分の床面積と非特

定用途に供する部分の床面積に２分の

１を乗じて得たものとの合計 

 

⑵ 特定用途に供する

部分 

 

非特定用途に供す

る部分 

⑶ ＜省略＞ ＜省略＞ 

⑷ ＜省略＞ 

備考 ＜省略＞ 
 

（建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車

施設の附置） 

（建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車

施設の附置） 

第５条 適用地区において、特定用途に供する部

分の床面積が２，０００平方メートル及び５０

戸以上（共同住宅の用途に限る。）を超える建

築物を新築しようとする者は、次の表の⑴の項

に掲げる建築物の部分の床面積（共同住宅の用

途においては戸数）をそれぞれ同表⑵の項に掲

げる面積（共同住宅の用途においては戸数）で

除して得た数値を合計した数値（延べ面積が

６，０００平方メートルに満たない場合におい

ては、当該合計した数値に同表⑶の項に掲げる

式により算出して得た数値を乗じて得た数値と

し、小数点以下の端数があるときは、切り上げ

るものとする。）の台数以上の規模を有する荷

さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該

建築物の敷地内に附置しなければならない。た

だし、当該建築物の敷地の面積が１，０００平

方メートル以下の場合又は共同で荷さばきを行

うための駐車施設の計画的な整備、活用その他

の代替措置により本条による荷さばきのための

駐車施設の整備と同等以上の効力があると市長

が認める場合においては、この限りでない。 

第５条 適用地区において、特定用途に供する部

分の床面積が２，０００平方メートルを超える

建築物を新築しようとする者は、次の表の⑴の

項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同

表⑵の項に掲げる面積で除して得た数値を合計

した数値（延べ面積が６，０００平方メートル

に満たない場合においては、当該合計した数値

に同表⑶の項に掲げる式により算出して得た数

値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数が

あるときは、切り上げるものとする。）の台数

以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設

を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置し

なければならない。ただし、当該建築物の敷地

の面積が１，０００平方メートル以下の場合又

は共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画

的な整備、活用その他の代替措置により本条に

よる荷さばきのための駐車施設の整備と同等以

上の効力があると市長が認める場合において

は、この限りでない。 
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⑴ ＜省略

＞ 

＜省略

＞ 

＜省略

＞ 

特定用

途（百

貨店そ

の他の

店舗、

事務所 

、倉庫

及び共

同住宅

を除く 

。）に

供する

部分 

共同住

宅の用

途に供

する部

分 

⑵ ＜省略

＞ 

＜省略

＞ 

＜省略

＞ 

＜省略

＞ 

１００

戸 

⑶ ＜省略＞ 

備考 ＜省略＞ 

⑴ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 特定用途

（百貨店

その他の

店舗、事

務所及び

倉庫を除

く。）に

供する部

分 

⑵ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

⑶ ＜省略＞ 

備考 ＜省略＞ 
 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（大規模な事務所の特例に係る逓減） （大規模な事務所の特例に係る逓減） 

第６条 ＜省略＞ 第６条 ＜省略＞ 

２ 第５条の規定にかかわらず、戸数が４００戸

を超える共同住宅の用途に供する部分を有する

建築物にあっては、当該共同住宅の戸数のう

ち、４００戸を超え８００戸までの部分の戸数

に０．５を、８００戸を超える部分の戸数に

０．２５をそれぞれ乗じたものの合計に４００

戸を加えた戸数を当該共同住宅の戸数とみなし

て、同条の規定を適用する。 

 

（駐車施設の規模） （駐車施設の規模） 

第９条 ＜省略＞ 第９条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定にかかわらず、第４条、第６条及

び第７条の規定により附置しなければならない

駐車施設の台数に０．３を乗じて得た台数（小

数点以下の端数がある場合は、切り上げるもの

２ 前項の規定にかかわらず、第４条、第６条及

び第７条の規定により附置しなければならない

駐車施設の台数に０．３を乗じて得た台数（小

数点以下の端数がある場合は、切り上げるもの
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とする。）に係る自動車の駐車の用に供する部

分の規模は、駐車台数１台につき幅２．５メー

トル以上、奥行６メートル以上としなければな

らず、かつ、そのうち少なくとも次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数に

ついては、不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する利用居室

までの経路ができるだけ短くなる位置に設置さ

れる車椅子使用者が円滑に利用することができ

る駐車施設として、幅３．５メートル以上、奥

行６メートル以上、はり下の高さ２．３メート

ル以上としなければならない。ただし、当該建

築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得

ないと認める場合においてはこの限りではな

い。 

⑴ 附置義務台数が２００以下の場合 当該台

数に０．０２を乗じて得た数（その数に１未

満の端数があるときは、その端数を切り上げ

た数） 

⑵ 附置義務台数が２００を超える場合 当該

台数に０．０１を乗じて得た数（その数に１

未満の端数があるときは、その端数を切り上

げた数）に２を加えた数 

とする。）に係る自動車の駐車の用に供する部

分の規模は、駐車台数１台につき幅２．５メー

トル以上、奥行６メートル以上としなければな

らず、かつ、そのうち少なくとも１台分につい

ては、車いす利用者のための駐車施設として、

幅３．５メートル以上、奥行６メートル以上と

しなければならない。 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

４ 第５条から第７条までの規定により附置しな

ければならない荷さばきのための駐車施設のう

ち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐

車台数１台につき幅３メートル以上、奥行７．

７メートル以上、はり下の高さ３．２メートル

以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入

りさせることができるものとしなければならな

い。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態

により市長がやむを得ないと認める場合におい

ては、この限りでない。 

４ 第５条から第７条までの規定により附置しな

ければならない荷さばきのための駐車施設のう

ち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐

車台数１台につき幅３メートル以上、奥行７．

７メートル以上、はり下の高さ３メートル以上

とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさ

せることができるものとしなければならない。

ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態によ

り市長がやむを得ないと認める場合において

は、この限りでない。 

５ 共同住宅においては、前項の規定にかかわら  
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ず、第５条から第７条までの規定により附置し

なければならない荷さばきのための駐車施設の

台数に０．４を乗じて得た台数（小数点以下の

端数がある場合は、これを切り捨てるものとす

る。）に係る自動車の駐車の用に供する部分の

規模は、幅２．５メートル以上、奥行６メート

ル以上とすることができる。 

  
附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から起算して６月以内に建築物の新築、増築又は 

 用途の変更の工事に着手した駐車施設については、この条例による改

正後の瀬戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、駐車場法施行令の一部を改正する政令（令和７

年政令第４３号）の公布に伴い、瀬戸市建築物における駐車施設の附置等

に関する条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  
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８年市長提出第２０号議案 

瀬戸市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例の制

定について 

瀬戸市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例を次のよ

うに定めるものとする。 

令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法

」という。）第３３条第３項及び都市計画法施行令（昭和４４年政令第

１５８号。以下「政令」という。）第２９条の２第２項第１号及び第３

号の規定に基づき、開発許可の基準の緩和に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語は、法及び政令において使用する用語の

例による。 

 （技術的細目に定められた制限の緩和） 

第３条 法第３３条第３項の規定による政令第２５条第６号に関する技術

的細目において定められた公園、緑地又は広場の設置に係る制限の緩和

は、政令第２９条の２第２項第３号イで定める基準により、開発行為に

係る開発区域の面積の最低限度を１ヘクタールとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月１日から施行する。 
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（基準の特例） 

２ この条例の施行の日前に受理された法第２９条第１項の規定による申 

 請に係る許可の基準の適用については、なお従前の例による。ただし、 

 当該申請に係る施行の日以後に受理された法第３５条の２第１項の規定 

 による変更申請に係る許可の基準については、この条例の規定を適用す 

 る。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、開発許可に伴う公園の設置基準を緩和するため

必要があるからである。 
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８年市長提出第２１号議案 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき、市

道の路線を次のように認定することについて、同条第２項の規定により、

議会の議決を求める。 

  令和８年２月１６日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之 

路線番号 路 線 名 
起 点 

終 点 

０８２８２ 北脇１１号線 
北脇町２３０番１１地先 

北脇町１８８番２４地先 

１２５８２ 若宮１７号線 
若宮町３丁目４５番７地先 

若宮町３丁目４５番３地先 

 



 認定路線図  
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北脇１１号線 
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 若宮１７号線 



 


